
開発を通じて
広がる難民支援
JICAの取り組み
難民と受入れ地域への
協力を通じた平和的な共存と
難民問題の解決を目指して
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・ 難民保護への補完的なアプローチ

・ 帰還の促進と定着のための
   復興支援
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開発協力機関であるJICAは、人道支援機関、平和アク
ターと連携し、難民と受入れ社会の平和的共存、難民
の発生原因への対処を通じて、持続的な平和・発展と
人間の安全保障の実現に貢献します。

難民に関する
グローバル・コンパクト

JICAによる支援 HDPネクサス

・ 公共サービスおよび社会的保護の
   促進

・ 難民ホストコミュニティへの協力

・ 難民支援に係る政府機関への協力

・ 精神保健および心理社会的支援

・ 経済包摂

JICAの難民支援とHDPネクサス

世界の難民・国内避難民等は１億人を超え、 難民のうち75％は低・中所得国が受入れています。 また、紛争や政情不
安の長期化により、難民の66％は長期化した状況（避難期間が５年以上）に置かれています。気候変動等の複合的な
危機の中で、難民・避難民の安全と尊厳のために多様な協力が必要とされています。 

JICAは、「人道と開発と平和の連携（HDPネクサス）」を通じて、受入れ地域の能力開発や緊張緩和に向けた支援、
難民・避難民の生活環境を改善するための支援、難民の自立に向けた能力開発、自発的な帰還・定住を促進する支援
等を実施し、人間の安全保障の実現を目指して難民・避難民の危機に対応します。

難民に関するグローバルコンパクトの4つの柱に沿って、JICAは人道と開発と平和の各アクターとの相互補完的な取
り組みを通じ、増加し、長期化する難民・避難民の課題に対応していきます。

写真：久野武志



▲

トルコ・ヨルダン

強制移住に伴う心的外傷等のストレスや、受入れ社
会での不安等に対応する心理社会ケアについて、
JICAは、技術協力などにより、難民と受入れ地域で
の青少年及び子どもの精神保健・心理社会的支援の
仕組みの強化を促進していきます。

難民及びホストコミュニティの
青少年及び子供への心理社会ケアの充実

▲

ウガンダ・ザンビア・バングラデシュ

受入れ国政府がHDPネクサスに基づく支援を進められるよう、
JICAは、ウガンダ、ザンビア、バングラデシュへの専門家派遣を
通じ、難民・避難民関連省庁の能力開発を支援しています。

専門家派遣を通じた政府関係機関との
政策・戦略レベルでの協力

JICAが長年継続しているウガンダのコメ振興プロ
ジェクトでは、稲作研修の対象を難民にも広げてい
ます。難民が栽培技術を習得することで、彼らの食糧
安全保障と生計向上に寄与しています。

▲

ウガンダ
コメ作りを通じた難民の自立支援

ミャンマーからの避難民を受入れている地域にて、
インフラ整備や生計向上支援、教育、保健サービス
改善といった取り組みを実施し、地域住民の負担
の軽減と生活向上を支援しています。

▲

バングラデシュ
ホストコミュニティの
負担軽減

▲

ヨルダン

JICAは、北部の難民受入れ地域の上水道の整
備、廃棄物管理に必要となる機材の供与と
いった支援を実施し、難民受入れによる負担
の軽減に資する取り組みを展開しています。

シリア難民ホストコミュニティの
インフラ整備

自立を目指す経済的な包摂

ホストコミュニティへの包括的支援

帰還と定着の促進のための復興支援

▲

コロンビア

JICAは、紛争の影響を受けた地域の地雷除去活動
や、農村開発などのコミュニティ再建を通して、近隣
国からの移民・難民・国内避難民・帰還民と地域住民
を包摂した自立と発展を促進しています。

紛争の影響を受けた地域のレジリエンス
強化を通じた帰還と開発の促進

▲

南スーダン

難民や帰還民を多く抱える南スーダンにおける地域
社会を再建し、平和の定着を目指すために、JICAは
地方政府による適切な基礎的サービスの提供や、政
府と住民との協働が行われるよう行政官の人材育
成を支援しています。

紛争の影響を受けた
地域社会再建のための人材育成

公共サービスおよび社会的保護の促進

▲

ウガンダ

JICAは、難民とホストコミュニティのニーズを統合
した地方政府による開発計画の策定・実施の促進を
通して、難民とホストコミュニティの平和的な共存
への協力を続けています。

難民とホストコミュニティを統合した
開発計画の実現

アフガニスタンでは、難民・国内避難民が増加する一
方、同国や故郷に帰還する人もいます。JICAはUNHCR
と連携し、国内避難民・帰還民・ホストコミュニティに生
活環境改善支援を行っています。

▲

アフガニスタン
避難民及び帰還民受入れ地域の保健・
教育・生計向上支援を通じた生活環境改善

▲

モルドバ

JICAは、財政支援を通じて、避難民受入れ環境の
改善及びモルドバ国民への影響緩和を目指してい
ます。また、拠点病院への機材供与を通じて、避難民
流入により逼迫した医療体制を支援しています。

ウクライナ避難民流入の
影響緩和

▲

日本への留学生受入れ

JICAは、2017年からUNHCRと連携し就学機
会を奪われたシリア難民を留学生として受け
入れています。今後より多くの難民・避難民へ
の機会提供を目指し、プログラムの拡大を模索
しています。

教育を通じた
保護と人材育成

JICAは、「人道と開発と平和の連携
（HDPネクサス）」を推進し、難民・避難
民及びそのホストコミュニティの人間
の安全保障の実現に協力しています。

JICAが進める
難民問題への協力：
各国での事例

▲

ザンビア

歴史的に多数の難民を受入れてきたザンビアで
は、JICAは、再定住手続きの策定や生計向上活動
を通じて、ザンビア政府による元難民の統合と持続
的再定住事業を促進しています。

元難民の再定住から自立へ

写真：田島健二

精神保健および心理社会的支援（MHPSS） 難民保護への補完的なアプローチ

▲

ウクライナ

JICAは、侵略被害からの復旧・復興支援を通じ、
避難民の帰還の環境を整えるよう協力しています。
国土の約３割に広がる地雷・不発弾等を除去するた
め、人道的地雷対策の協力をしているほか、がれき
処理やインフラ復旧などを支援しています。

侵略被害からの
復旧・復興への協力

難民・避難民支援に係る政府機関への協力



JICAのグローバル難民フォーラムへの関与
第二回グローバル難民フォーラムにおいて日本政府が示す貢献策に
沿って、JICAは日本が主導するHDPネクサスに関するマルチステーク
ホルダープレッジの推進に協力する他、経済包摂、平和構築、心理・社
会的ケア、ロヒンギャ避難民支援、補完的な受入れなどの分野で、難民
及びホストコミュニティ支援を展開していきます。

UNHCRとのパートナーシップ
UNHCRとJICAは、故緒方貞子氏が国連難民高等弁務官を務めていた
1999年に協力覚書を締結して以来、人間の安全保障の実現をともに
目指す重要なパートナーです。人道と開発のネクサスを念頭に、UNHCR
は人道支援、JICAは開発協力の専門機関として、相互に補完し合いな
がら支援を進めています。

民間セクターとの連携
近年の研究や事業を通じて、難民の存在が地域経済に正のインパクトをもたらし得ることや難民向けの事業や難民に
よる起業がビジネスとして成り立ち、地域社会の発展につながることが明らかになっています。JICAは民間セクター
（民間企業や金融機関等）と連携しながら、難民の自立支援や受入れ地域社会の活性化の道を探っています。

市民社会等との連携
JICAは草の根技術協力事業をはじめとした多様なスキームを通
じ、NGO、自治体、大学等との連携を進め、難民と受入れ社会の多
様なニーズに応えることを目指しています。

独立行政法人国際協力機構（JICA／ジャイカ（注））は、日本の政府開発援助のうち、二国間援助
の実施を一元的に担う国際協力機関です。世界の約150か国・地域へ協力しています
（注）JICA／ジャイカはJapan International Cooperation Agencyの略称です〒102-8012

東京都千代田区二番町5-25 二番町センタービル
TEL: 03-5226-6660～6663（代表）　
Eメール: gpgpb@jica.go.jp

詳細はこちらのページをご覧ください

https://www.jica.go.jp/activities/issues/peace/index.html

グローバル難民フォーラムと
パートナーシップ
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